
○
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
（
抄
）

（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
五
条
の
二

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
と
は
、

第
五
条
の
二

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
と
は
、

老
人
居
宅
介
護
等
事
業
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
老
人
短
期
入
所
事
業

老
人
居
宅
介
護
等
事
業
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
老
人
短
期
入
所
事
業

及
び
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
い
う
。

及
び
痴
呆
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
い
う
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
」
と

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
痴
呆
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
」
と
は

は
、
第
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規

、
第
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定

定
に
よ
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

に
よ
る
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

支
給
に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
者
が
共
同

に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
者
が
共
同
生
活

生
活
を
営
む
べ
き
住
居
に
お
い
て
食
事
の
提
供
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援

を
営
む
べ
き
住
居
に
お
い
て
食
事
の
提
供
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
を

助
を
行
う
事
業
を
い
う
。

行
う
事
業
を
い
う
。

（
居
宅
に
お
け
る
介
護
等
）

（
居
宅
に
お
け
る
介
護
等
）

第
十
条
の
四

市
町
村
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き

第
十
条
の
四

市
町
村
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
認
知
症
（
介
護
保
険
法
第
七
条
第
十

四

六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
痴
呆
の
状
態
に
あ
る
た
め
に
日
常
生

五
項
に
規
定
す
る
認
知
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
た
め
に
日
常

活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
共
同
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る

生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
そ
の
者
の
認
知
症
の
原
因
と
な
る

者
を
除
く
。
）
が
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
介
護
保
険
法
に
規
定
す

疾
患
が
急
性
の
状
態
に
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に

る
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
利
用
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る

よ
り
同
法
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
利
用
す
る
こ
と

と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
き
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
第

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
き
、
政
令
で
定

五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
住
居
に
お
い
て
食
事
の
提
供
そ
の
他
の
日

め
る
基
準
に
従
い
、
第
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
住
居
に
お
い
て
食

常
生
活
上
の
援
助
を
行
い
、
又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
に
当
該
住
居
に

事
の
提
供
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
い
、
又
は
当
該
市
町
村
以

お
い
て
食
事
の
提
供
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
委
託

外
の
者
に
当
該
住
居
に
お
い
て
食
事
の
提
供
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援

す
る
こ
と
。



助
を
行
う
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
）

（
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
）

第
二
十
条
の
八

（
略
）

第
二
十
条
の
八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

市
町
村
は
、
前
項
第
一
号
の
目
標
（
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
、
老
人
デ

３

市
町
村
は
、
前
項
第
一
号
の
目
標
（
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
、
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
介
護
保
険
法
第
百
十

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
介
護
保
険
法
第
百
十

七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と

七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と

の
量
の
見
込
み
（
同
法
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、
短
期
入
所
生

の
量
の
見
込
み
（
同
法
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、
短
期
入
所
生

活
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
及
び
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に

活
介
護
、
痴
呆
対
応
型
共
同
生
活
介
護
及
び
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係

係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
も
の
に
限
る
。
）
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
〜
９

（
略
）

４
〜
９

（
略
）



○
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
（
抄
）

（
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
五
条
の
二

（
略
）

第
五
条
の
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
は
、
第
十
条
の

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
は
、
第
十
条
の

四
第
一
項
第
二
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
通
所

四
第
一
項
第
二
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
通
所

介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
の
支

介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
の
支

給
に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
（
そ
の
者
を
現
に
養
護
す
る
者
を

給
に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
（
そ
の
者
を
現
に
養
護
す
る
者
を

含
む
。
）
を
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施

含
む
。
）
を
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施

設
に
通
わ
せ
、
こ
れ
ら
の
者
に
つ
き
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
機

設
に
通
わ
せ
、
こ
れ
ら
の
者
に
つ
き
入
浴
、
食
事
の
提
供
、
機
能
訓
練
、
介

能
訓
練
、
介
護
方
法
の
指
導
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供

護
方
法
の
指
導
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
事
業

与
す
る
事
業
を
い
う
。

を
い
う
。

４

（
略
）

４

（
略
）

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
」
と

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
」
と

は
、
第
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規

は
、
第
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規

定
に
よ
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

定
に
よ
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

支
給
に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
者
が
共
同

支
給
に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
者
が
共
同

生
活
を
営
む
べ
き
住
居
に
お
い
て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他

生
活
を
営
む
べ
き
住
居
に
お
い
て
食
事
の
提
供
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援

の
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
う
事
業
を
い
う
。

助
を
行
う
事
業
を
い
う
。

（
居
宅
に
お
け
る
介
護
等
）

（
居
宅
に
お
け
る
介
護
等
）

第
十
条
の
四

市
町
村
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き

第
十
条
の
四

市
町
村
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
認
知
症
（
介
護
保
険
法
第
七
条
第
十

四

六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
認
知
症
（
介
護
保
険
法
第
七
条
第
十

五
項
に
規
定
す
る
認
知
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
た
め
に
日
常

五
項
に
規
定
す
る
認
知
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
た
め
に
日
常



生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
そ
の
者
の
認
知
症
の
原
因
と
な
る

生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
そ
の
者
の
認
知
症
の
原
因
と
な
る

疾
患
が
急
性
の
状
態
に
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に

疾
患
が
急
性
の
状
態
に
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に

よ
り
同
法
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
利
用
す
る
こ
と

よ
り
同
法
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
利
用
す
る
こ
と

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
き
、
政
令
で
定

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
き
、
政
令
で
定

め
る
基
準
に
従
い
、
第
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
住
居
に
お
い
て
入

め
る
基
準
に
従
い
、
第
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
住
居
に
お
い
て
食

浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
い
、

事
の
提
供
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
い
、
又
は
当
該
市
町
村
以

又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
に
当
該
住
居
に
お
い
て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食

外
の
者
に
当
該
住
居
に
お
い
て
食
事
の
提
供
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援

事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
委
託
す
る
こ

助
を
行
う
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
。

と
。

２

（
略
）

２

（
略
）



○
老
人
福
祉
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
（
抄
）

（
第
十
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
定
義
）

（
定
義
）

第
五
条
の
二

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
と
は
、

第
五
条
の
二

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
」
と
は
、

老
人
居
宅
介
護
等
事
業
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
老
人
短
期
入
所
事
業

老
人
居
宅
介
護
等
事
業
、
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
老
人
短
期
入
所
事
業

、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
及
び
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援

及
び
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
い
う
。

助
事
業
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
老
人
居
宅
介
護
等
事
業
」
と
は
、
第
十
条
の
四

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
老
人
居
宅
介
護
等
事
業
」
と
は
、
第
十
条
の
四

第
一
項
第
一
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

第
一
項
第
一
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
訪
問
介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
夜

二
十
三
号
）
の
規
定
に
よ
る
訪
問
介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し

間
対
応
型
訪
問
介
護
に
係
る
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
介
護

く
は
居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者

予
防
訪
問
介
護
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係
る
者
そ
の
他
の

に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
者
の
居
宅
に
お
い
て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護

政
令
で
定
め
る
者
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
者
の
居
宅
に
お
い
て
入
浴
、
排
せ
つ

そ
の
他
の
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
便
宜
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で

、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
便
宜
で
あ
つ
て

定
め
る
も
の
を
供
与
す
る
事
業
を
い
う
。

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
供
与
す
る
事
業
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
は
、
第
十
条
の

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
」
と
は
、
第
十
条
の

四
第
一
項
第
二
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
通
所

四
第
一
項
第
二
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
通
所

介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
係
る
地

介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
の
支

域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
予
防
通
所
介
護
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー

給
に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
（
そ
の
者
を
現
に
養
護
す
る
者
を

ビ
ス
費
若
し
く
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
係
る
地
域
密
着
型

含
む
。
）
を
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
（
そ

設
に
通
わ
せ
、
こ
れ
ら
の
者
に
つ
き
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
機

の
者
を
現
に
養
護
す
る
者
を
含
む
。
）
を
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
の

能
訓
練
、
介
護
方
法
の
指
導
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
に
通
わ
せ
、
こ
れ
ら
の
者
に
つ
き
入
浴
、
排

与
す
る
事
業
を
い
う
。

せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
、
機
能
訓
練
、
介
護
方
法
の
指
導
そ
の
他
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
事
業
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
老
人
短
期
入
所
事
業
」
と
は
、
第
十
条
の
四
第

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
老
人
短
期
入
所
事
業
」
と
は
、
第
十
条
の
四
第

一
項
第
三
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
短
期
入
所

一
項
第
三
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
短
期
入
所



生
活
介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
介
護
予
防
短
期
入
所
生

生
活
介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
費

活
介
護
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で

の
支
給
に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
そ

定
め
る
者
を
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施

の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
に
短
期
間
入
所
さ
せ
、
養
護
す
る
事

設
に
短
期
間
入
所
さ
せ
、
養
護
す
る
事
業
を
い
う
。

業
を
い
う
。

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
」
と
は
、
第

十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ

る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
係
る
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し

く
は
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
に
係
る
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
き
、
こ
れ

ら
の
者
の
心
身
の
状
況
、
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
応
じ
て
、
そ
れ
ら
の
者

の
選
択
に
基
づ
き
、
そ
れ
ら
の
者
の
居
宅
に
お
い
て
、
又
は
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
に
通
わ
せ
、
若
し
く
は
短
期
間
宿
泊
さ
せ
、
当

該
拠
点
に
お
い
て
、
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活

を
営
む
の
に
必
要
な
便
宜
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
及
び
機

能
訓
練
を
供
与
す
る
事
業
を
い
う
。

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
」
と

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
「
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
」
と

は
、
第
十
条
の
四
第
一
項
第
五
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規

は
、
第
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規

定
に
よ
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ

定
に
よ
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の

ス
費
若
し
く
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
地
域
密
着

支
給
に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
に
つ
き
、
こ
れ
ら
の
者
が
共
同

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
に

生
活
を
営
む
べ
き
住
居
に
お
い
て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他

つ
き
、
こ
れ
ら
の
者
が
共
同
生
活
を
営
む
べ
き
住
居
に
お
い
て
入
浴
、
排
せ

の
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
う
事
業
を
い
う
。

つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
う
事
業
を
い
う
。

（
介
護
支
援
相
談
）

第
六
条
の
二

市
町
村
は
、
第
五
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
情
報
の

提
供
並
び
に
相
談
及
び
指
導
の
う
ち
、
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー

ビ
ス
、
居
宅
介
護
支
援
及
び
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
か
つ
有
効
な
利
用
に
係

る
も
の
そ
の
他
の
主
と
し
て
居
宅
に
お
い
て
介
護
を
受
け
る
老
人
及
び
そ
の

者
を
現
に
養
護
す
る
者
に
係
る
も
の
で
あ
つ
て
特
に
専
門
的
知
識
及
び
技
術

を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
老
人
介
護
支



援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
の
職
員
に
行
わ
せ
、

又
は
こ
れ
を
当
該
市
町
村
以
外
の
者
の
設
置
す
る
こ
れ
ら
の
施
設
に
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
連
絡
調
整
等
の
実
施
者
）

（
連
絡
調
整
等
の
実
施
者
）

第
六
条
の
二

（
略
）

第
六
条
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
支
援
体
制
の
整
備
等
）

（
支
援
体
制
の
整
備
等
）

第
十
条
の
三

市
町
村
は
、
六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
身
体
上
又
は
精

第
十
条
の
三

市
町
村
は
、
六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
身
体
上
又
は
精

神
上
の
障
害
が
あ
る
た
め
に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
が
、

神
上
の
障
害
が
あ
る
た
め
に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
が
、

心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
応
じ
て
、
自
立
し
た
日
常
生

心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
等
に
応
じ
て
、
自
立
し
た
日
常
生

活
を
営
む
た
め
に
最
も
適
切
な
支
援
が
総
合
的
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
次

活
を
営
む
た
め
に
最
も
適
切
な
支
援
が
総
合
的
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
次

条
及
び
第
十
一
条
の
措
置
そ
の
他
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
措
置

条
及
び
第
十
一
条
の
措
置
そ
の
他
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
措
置

の
積
極
的
な
実
施
に
努
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
措
置
、
介
護
保
険
法
に

の
積
極
的
な
実
施
に
努
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
措
置
、
介
護
保
険
法
に

規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
居
宅
介
護
支
援
、
施

規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
居
宅
介
護
支
援
及
び
施
設
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
老

設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
及

人
ク
ラ
ブ
そ
の
他
老
人
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行

び
介
護
予
防
支
援
並
び
に
老
人
ク
ラ
ブ
そ
の
他
老
人
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ

う
者
の
活
動
の
連
携
及
び
調
整
を
図
る
等
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
体
制
の
整

と
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
者
の
活
動
の
連
携
及
び
調
整
を
図
る
等
地
域

備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
実
情
に
応
じ
た
体
制
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
居
宅
に
お
け
る
介
護
等
）

（
居
宅
に
お
け
る
介
護
等
）

第
十
条
の
四

市
町
村
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き

第
十
条
の
四

市
町
村
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き

る
。

る
。

一

六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る

一

六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る

た
め
に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
が
、
や
む
を
得
な
い
事

た
め
に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
が
、
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
り
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

由
に
よ
り
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
を
利
用
す
る
こ
と
が
著
し

又
は
介
護
予
防
訪
問
介
護
を
利
用
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認

く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
き
、
政
令
で
定
め
る
基

め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
き
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
者

準
に
従
い
、
そ
の
者
の
居
宅
に
お
い
て
第
五
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働



の
居
宅
に
お
い
て
第
五
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜

省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
し
、
又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
に
当
該
便

を
供
与
し
、
又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
に
当
該
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と

宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
。

を
委
託
す
る
こ
と
。

二

六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る

二

六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る

た
め
に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
が
、
や
む
を
得
な
い
事

た
め
に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
が
、
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
り
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
通
所
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介

由
に
よ
り
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
通
所
介
護
を
利
用
す
る
こ
と
が
著
し

護
、
介
護
予
防
通
所
介
護
又
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
を
利

く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
（
養
護
者
を
含
む
。
）
を
、

用
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
（
養
護

政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー

者
を
含
む
。
）
を
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
当
該
市
町
村
の
設
置

ビ
ス
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
第
五
条
の
二
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
若
し
く
は
第
五
条
の
二
第
三
項
の
厚

る
施
設
（
以
下
「
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
」
と
い
う
。
）
に
通

生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
（
以
下
「
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等

わ
せ
、
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
し
、
又
は
当
該
市

」
と
い
う
。
）
に
通
わ
せ
、
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供

町
村
以
外
の
者
の
設
置
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
等
に
通
わ
せ

与
し
、
又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
の
設
置
す
る
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ

、
当
該
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
。

ン
タ
ー
等
に
通
わ
せ
、
当
該
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
。

三

六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
養
護
者
の
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ

三

六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
養
護
者
の
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ

り
、
居
宅
に
お
い
て
介
護
を
受
け
る
こ
と
が
一
時
的
に
困
難
と
な
つ
た
も

り
、
居
宅
に
お
い
て
介
護
を
受
け
る
こ
と
が
一
時
的
に
困
難
と
な
つ
た
も

の
が
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
短
期
入
所

の
が
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
短
期
入
所

生
活
介
護
又
は
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
を
利
用
す
る
こ
と
が
著
し

生
活
介
護
を
利
用
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に

そ
の
者
を
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
老

従
い
、
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
第
五
条

人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
第
五
条
の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定

の
二
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
（
以
下
「
老
人
短
期
入
所

め
る
施
設
（
以
下
「
老
人
短
期
入
所
施
設
等
」
と
い
う
。
）
に
短
期
間
入

施
設
等
」
と
い
う
。
）
に
短
期
間
入
所
さ
せ
、
養
護
を
行
い
、
又
は
当
該

所
さ
せ
、
養
護
を
行
い
、
又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
の
設
置
す
る
老
人

市
町
村
以
外
の
者
の
設
置
す
る
老
人
短
期
入
所
施
設
等
に
短
期
間
入
所
さ

短
期
入
所
施
設
等
に
短
期
間
入
所
さ
せ
、
養
護
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
こ

せ
、
養
護
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
。

と
。

四

六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る

た
め
に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
が
、
や
む
を
得
な
い
事

由
に
よ
り
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
又
は
介

護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
利
用
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
き
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い

、
そ
の
者
の
居
宅
に
お
い
て
、
又
は
第
五
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省



令
で
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
に
通
わ
せ
、
若
し
く
は
短
期
間
宿
泊
さ
せ

、
当
該
拠
点
に
お
い
て
、
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
及
び
機

能
訓
練
を
供
与
し
、
又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
に
当
該
便
宜
及
び
機
能

訓
練
を
供
与
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
。

五

六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
認
知
症
（
介
護
保
険
法
第
八
条
第
十

四

六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
認
知
症
（
介
護
保
険
法
第
七
条
第
十

六
項
に
規
定
す
る
認
知
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
た
め
に
日
常

五
項
に
規
定
す
る
認
知
症
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
た
め
に
日
常

生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
そ
の
者
の
認
知
症
の
原
因
と
な
る

生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
（
そ
の
者
の
認
知
症
の
原
因
と
な
る

疾
患
が
急
性
の
状
態
に
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に

疾
患
が
急
性
の
状
態
に
あ
る
者
を
除
く
。
）
が
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に

よ
り
同
法
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
又
は
介
護
予
防
認

よ
り
同
法
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
利
用
す
る
こ
と

知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
を
利
用
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と

が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
き
、
政
令
で
定

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
つ
き
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
第
五

め
る
基
準
に
従
い
、
第
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
住
居
に
お
い
て
入

条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
住
居
に
お
い
て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の

浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
い
、

介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
い
、
又
は
当
該
市
町
村
以
外
の

又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
に
当
該
住
居
に
お
い
て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食

者
に
当
該
住
居
に
お
い
て
入
浴
、
排
せ
つ
、
食
事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日

事
等
の
介
護
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
委
託
す
る
こ

常
生
活
上
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
委
託
す
る
こ
と
。

と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
等
）

（
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
等
）

第
十
一
条

市
町
村
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら

第
十
一
条

市
町
村
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
い
。

一

六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
環
境
上
の
理
由
及
び
経
済
的
理
由
（

一

六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
又
は
環
境

政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
居
宅
に
お
い
て
養
護
を
受
け
る

上
の
理
由
及
び
経
済
的
理
由
（
政
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り

こ
と
が
困
難
な
も
の
を
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入

居
宅
に
お
い
て
養
護
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
を
当
該
市
町
村
の
設

所
さ
せ
、
又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
の
設
置
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に

置
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
さ
せ
、
又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
の

入
所
を
委
託
す
る
こ
と
。

設
置
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
を
委
託
す
る
こ
と
。

二

六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
身
体
上
又
は
精
神
上
著
し
い
障
害
が

二

六
十
五
歳
以
上
の
者
で
あ
つ
て
、
身
体
上
又
は
精
神
上
著
し
い
障
害
が

あ
る
た
め
に
常
時
の
介
護
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
居
宅
に
お
い
て
こ
れ
を

あ
る
た
め
に
常
時
の
介
護
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
居
宅
に
お
い
て
こ
れ
を

受
け
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
が
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
介
護
保
険

受
け
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
が
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
介
護
保
険

法
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
介
護
老
人
福
祉
施

法
に
規
定
す
る
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
入
所
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で

設
に
入
所
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
特
別
養
護



を
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
さ
せ
、
又
は

老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
さ
せ
、
又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
の
設
置
す
る
特

当
該
市
町
村
以
外
の
者
の
設
置
す
る
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
を
委

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
を
委
託
す
る
こ
と
。

託
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
前
払
金
の
保
全
措
置
）

第
十
四
条
の
四

認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
者
の
う
ち

、
終
身
に
わ
た
つ
て
受
領
す
べ
き
家
賃
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

の
の
全
部
又
は
一
部
を
前
払
金
と
し
て
一
括
し
て
受
領
す
る
も
の
は
、
当
該

前
払
金
の
算
定
の
基
礎
を
書
面
で
明
示
し
、
か
つ
、
当
該
前
払
金
に
つ
い
て

返
還
債
務
を
負
う
こ
と
と
な
る
場
合
に
備
え
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
保
全
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
廃
止
、
休
止
若
し
く
は
入
所
定
員
の
減
少
又
は
入
所
定
員
の
増
加
）

（
廃
止
、
休
止
若
し
く
は
入
所
定
員
の
減
少
又
は
入
所
定
員
の
増
加
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
福
祉
法
人
が
養

４

前
条
第
六
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
社
会
福
祉
法
人
が
養
護
老

護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
定
員
の
増
加
の
認
可
の

人
ホ
ー
ム
又
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
定
員
の
増
加
の
認
可
の
申
請

申
請
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

を
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
改
善
命
令
等
）

（
改
善
命
令
等
）

第
十
八
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事

業
を
行
う
者
が
第
十
四
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当

該
者
に
対
し
て
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又
は
老
人
デ
イ

第
十
八
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
又

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介
護
支
援
セ
ン

は
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介

タ
ー
の
設
置
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
こ

護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く
命
令

れ
ら
に
基
づ
い
て
す
る
処
分
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
そ
の
事
業
に
関
し
不

若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基
づ
い
て
す
る
処
分
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
そ
の
事



当
に
営
利
を
図
り
、
若
し
く
は
第
五
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第

業
に
関
し
不
当
に
営
利
を
図
り
、
若
し
く
は
第
五
条
の
二
第
二
項
か
ら
第
五

二
十
条
の
二
の
二
若
し
く
は
第
二
十
条
の
三
に
規
定
す
る
者
の
処
遇
に
つ
き

項
ま
で
、
第
二
十
条
の
二
の
二
若
し
く
は
第
二
十
条
の
三
に
規
定
す
る
者
の

不
当
な
行
為
を
し
た
と
き
は
、
当
該
事
業
を
行
う
者
又
は
当
該
施
設
の
設
置

処
遇
に
つ
き
不
当
な
行
為
を
し
た
と
き
は
、
当
該
事
業
を
行
う
者
又
は
当
該

者
に
対
し
て
、
そ
の
事
業
の
制
限
又
は
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

施
設
の
設
置
者
に
対
し
て
、
そ
の
事
業
の
制
限
又
は
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
又

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
又

は
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介

は
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
若
し
く
は
老
人
介

護
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
き
、
そ
の
事
業
の
制
限
又
は
停
止
を
命
ず
る
場
合
（

護
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
き
、
そ
の
事
業
の
制
限
又
は
停
止
を
命
ず
る
場
合
に

第
一
項
の
命
令
に
違
反
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
社
会
福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
社
会
福

活
援
助
事
業
の
制
限
又
は
停
止
を
命
ず
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
あ
ら
か

祉
審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

じ
め
、
社
会
福
祉
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
社
会
福
祉
審
議
会
の

意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
）

（
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
）

第
二
十
条
の
二
の
二

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
は
、
第
十
条
の
四
第
一

第
二
十
条
の
二
の
二

老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
は
、
第
十
条
の
四
第
一

項
第
二
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
通
所
介
護
に

項
第
二
号
の
措
置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
通
所
介
護
に

係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
係
る
地
域
密
着

係
る
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係

型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
、
介
護
予
防
通
所
介
護
に
係
る
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費

る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
（
そ
の
者
を
現
に
養
護
す
る
者
を
含
む
。

若
し
く
は
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
に
係
る
地
域
密
着
型
介
護
予

）
を
通
わ
せ
、
第
五
条
の
二
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供

防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
（
そ
の
者
を

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

現
に
養
護
す
る
者
を
含
む
。
）
を
通
わ
せ
、
第
五
条
の
二
第
三
項
の
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

（
老
人
短
期
入
所
施
設
）

（
老
人
短
期
入
所
施
設
）

第
二
十
条
の
三

老
人
短
期
入
所
施
設
は
、
第
十
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
措

第
二
十
条
の
三

老
人
短
期
入
所
施
設
は
、
第
十
条
の
四
第
一
項
第
三
号
の
措

置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
短
期
入
所
生
活
介
護
に
係
る

置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
短
期
入
所
生
活
介
護
に
係
る

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
に
係
る
介

居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
居
宅
支
援
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係
る
者

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
短
期

そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
短
期
間
入
所
さ
せ
、
養
護
す
る
こ
と
を
目
的

間
入
所
さ
せ
、
養
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

と
す
る
施
設
と
す
る
。



（
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）

（
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）

第
二
十
条
の
四

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
措
置
に

第
二
十
条
の
四

養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
措
置
に

係
る
者
を
入
所
さ
せ
、
養
護
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
者
が
自
立
し
た
日
常
生

係
る
者
を
入
所
さ
せ
、
養
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

活
を
営
み
、
社
会
的
活
動
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
指
導
及
び
訓
練
そ
の

他
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）

（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）

第
二
十
条
の
五

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
措

第
二
十
条
の
五

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
、
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
措

置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉

置
に
係
る
者
又
は
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に

施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
地
域
密
着
型
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
若
し
く
は
介

係
る
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係
る
者
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
者

護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
に
係
る
者
そ

を
入
所
さ
せ
、
養
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

の
他
の
政
令
で
定
め
る
者
を
入
所
さ
せ
、
養
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施

設
と
す
る
。

（
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
）

（
老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
）

第
二
十
条
の
七
の
二

老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
地
域
の
老
人
の
福
祉
に

第
二
十
条
の
七
の
二

老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
第
六
条
の
二
に
規
定
す

関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
老
人
、
そ
の
者
を
現
に
養
護
す
る
者
、
地
域

る
情
報
の
提
供
並
び
に
相
談
及
び
指
導
、
主
と
し
て
居
宅
に
お
い
て
介
護
を

住
民
そ
の
他
の
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
助
言
を
行
う
と
と
も
に
、

受
け
る
老
人
又
は
そ
の
者
を
現
に
養
護
す
る
者
と
市
町
村
、
老
人
居
宅
生
活

主
と
し
て
居
宅
に
お
い
て
介
護
を
受
け
る
老
人
又
は
そ
の
者
を
現
に
養
護
す

支
援
事
業
を
行
う
者
、
老
人
福
祉
施
設
、
医
療
施
設
、
老
人
ク
ラ
ブ
そ
の
他

る
者
と
市
町
村
、
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
を
行
う
者
、
老
人
福
祉
施
設
、

老
人
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
事
業
を
行
う
者
等
と
の
連
絡

医
療
施
設
、
老
人
ク
ラ
ブ
そ
の
他
老
人
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と

調
整
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
援
助
を
総
合
的
に
行
う
こ
と
を
目

す
る
事
業
を
行
う
者
等
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

援
助
を
総
合
的
に
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。

２

老
人
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
者
（
設
置
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
役
員
）
若
し
く
は
そ
の
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
つ
た
者

は
、
正
当
な
理
由
な
し
に
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し

て
は
な
ら
な
い
。

（
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
）

（
市
町
村
老
人
福
祉
計
画
）

第
二
十
条
の
八

（
略
）

第
二
十
条
の
八

（
略
）



２

（
略
）

２

（
略
）

３

市
町
村
は
、
前
項
第
一
号
の
目
標
（
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
、
老
人
デ

３

市
町
村
は
、
前
項
第
一
号
の
目
標
（
老
人
居
宅
生
活
支
援
事
業
、
老
人
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
老
人
短
期
入
所
施
設
及
び
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
介
護
保
険
法
第
百
十

に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
介
護
保
険
法
第
百
十

七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と

七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
介
護
給
付
等
対
象
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と

の
量
の
見
込
み
（
同
法
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、
短
期
入
所
生

の
量
の
見
込
み
（
同
法
に
規
定
す
る
訪
問
介
護
、
通
所
介
護
、
短
期
入
所
生

活
介
護
、
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
、
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
小
規
模
多

活
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
及
び
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
に

機
能
型
居
宅
介
護
、
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
地
域
密
着
型
介
護
老

係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
及
び
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
並
び
に
介
護

予
防
訪
問
介
護
、
介
護
予
防
通
所
介
護
、
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
、

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
及
び
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

を
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

６

市
町
村
老
人
福
祉
計
画
は
、
老
人
保
健
法
第
四
十
六
条
の
十
八
第
一
項
に

６

市
町
村
老
人
福
祉
計
画
は
、
老
人
保
健
法
第
四
十
六
条
の
十
八
に
規
定
す

規
定
す
る
市
町
村
老
人
保
健
計
画
及
び
介
護
保
険
法
第
百
十
七
条
第
一
項
に

る
市
町
村
老
人
保
健
計
画
と
一
体
の
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

規
定
す
る
市
町
村
介
護
保
険
事
業
計
画
と
一
体
の
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
な

な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

市
町
村
老
人
福
祉
計
画
は
、
社
会
福
祉
法
第
百
七
条
に
規
定
す
る
市
町
村

７

市
町
村
老
人
福
祉
計
画
は
、
介
護
保
険
法
第
百
十
七
条
に
規
定
す
る
市
町

地
域
福
祉
計
画
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
つ
て
老
人
の
福
祉

村
介
護
保
険
事
業
計
画
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
つ
て
老
人

に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

の
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け
れ

な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

８
・
９

（
略
）

８
・
９

（
略
）

（
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
）

（
都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
）

第
二
十
条
の
九

（
略
）

第
二
十
条
の
九

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

都
道
府
県
は
、
前
項
第
一
号
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
必
要
入
所
定
員

３

都
道
府
県
は
、
前
項
第
一
号
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
必
要
入
所
定
員

総
数
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
介
護
保
険
法
第
百
十
八
条
第
二
項
第
一
号

総
数
を
定
め
る
に
当
た
つ
て
は
、
介
護
保
険
法
第
百
十
八
条
第
二
項
第
一
号

に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
係
る
必

に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
の
種
類
ご
と
の
必
要
入
所
定
員
総
数
（
同
法
に



要
利
用
定
員
総
数
及
び
介
護
保
険
施
設
の
種
類
ご
と
の
必
要
入
所
定
員
総
数

規
定
す
る
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
勘
案
し
な
け
れ

（
同
法
に
規
定
す
る
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
勘
案

ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
は
、
老
人
保
健
法
第
四
十
六
条
の
十
九
第
一
項

４

都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
は
、
老
人
保
健
法
第
四
十
六
条
の
十
九
に
規
定

に
規
定
す
る
都
道
府
県
老
人
保
健
計
画
及
び
介
護
保
険
法
第
百
十
八
条
第
一

す
る
都
道
府
県
老
人
保
健
計
画
と
一
体
の
も
の
と
し
て
作
成
さ
れ
な
け
れ
ば

項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
と
一
体
の
も
の
と
し
て

な
ら
な
い
。

作
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
は
、
社
会
福
祉
法
第
百
八
条
に
規
定
す
る
都
道

５

都
道
府
県
老
人
福
祉
計
画
は
、
介
護
保
険
法
第
百
十
八
条
に
規
定
す
る
都

府
県
地
域
福
祉
支
援
計
画
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ
つ
て
老

道
府
県
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
計
画
で
あ

人
の
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の
で
な
け

つ
て
老
人
の
福
祉
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
調
和
が
保
た
れ
た
も
の

れ
ば
な
ら
な
い
。

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

（
略
）

６

（
略
）

（
費
用
の
支
弁
）

（
費
用
の
支
弁
）

第
二
十
一
条

次
に
掲
げ
る
費
用
は
、
市
町
村
の
支
弁
と
す
る
。

第
二
十
一
条

次
に
掲
げ
る
費
用
は
、
市
町
村
の
支
弁
と
す
る
。

一

第
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
市
町
村

一

第
十
条
の
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
に
よ
り
市
町
村

が
行
う
措
置
に
要
す
る
費
用

が
行
う
措
置
に
要
す
る
費
用

一
の
二

第
十
条
の
四
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
措
置

一
の
二

第
十
条
の
四
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
行
う
措
置

に
要
す
る
費
用

に
要
す
る
費
用

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
介
護
保
険
法
に
よ
る
給
付
と
の
調
整
）

（
介
護
保
険
法
に
よ
る
給
付
と
の
調
整
）

第
二
十
一
条
の
二

第
十
条
の
四
第
一
項
各
号
又
は
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号

第
二
十
一
条
の
二

第
十
条
の
四
第
一
項
各
号
又
は
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号

の
措
置
に
係
る
者
が
、
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
当
該
措
置
に
相
当
す
る

の
措
置
に
係
る
者
が
、
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
当
該
措
置
に
相
当
す
る

居
宅
サ
ー
ビ
ス
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
サ

居
宅
サ
ー
ビ
ス
又
は
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
保
険
給
付
を
受
け
る
こ
と
が
で

ー
ビ
ス
又
は
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
保
険
給
付
を
受
け
る

き
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
市
町
村
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
前
条
第
一
号

こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
市
町
村
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
、
前

、
第
一
号
の
二
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
支
弁
を
す
る
こ
と
を
要

条
第
一
号
、
第
一
号
の
二
又
は
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
費
用
の
支
弁
を
す
る

し
な
い
。

こ
と
を
要
し
な
い
。



（
届
出
等
）

（
届
出
等
）

第
二
十
九
条

有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
老
人
を
入
居
さ
せ
、
入
浴
、
排
せ
つ
若
し

第
二
十
九
条

有
料
老
人
ホ
ー
ム
（
常
時
十
人
以
上
の
老
人
を
入
所
さ
せ
、
食

く
は
食
事
の
介
護
、
食
事
の
提
供
又
は
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
必
要
な
便
宜

事
の
提
供
そ
の
他
日
常
生
活
上
必
要
な
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
介
護
等
」
と
い
う
。
）

る
施
設
で
あ
つ
て
、
老
人
福
祉
施
設
で
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
供
与
（
他
に
委
託
し
て
供
与
を
す
る
場
合
及
び
将
来
に
お
い
て
供
与
を
す

を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
施
設
を
設
置
し
よ
う
と

る
こ
と
を
約
す
る
場
合
を
含
む
。
）
を
す
る
事
業
を
行
う
施
設
で
あ
つ
て
、

す
る
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ

老
人
福
祉
施
設
、
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
う
住
居
そ

ば
な
ら
な
い
。

の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
施
設
で
な
い
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
施
設
を
設
置
し
よ
う
と

す
る
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

施
設
に
お
い
て
供
与
さ
れ
る
介
護
等
の
内
容

六

施
設
に
お
い
て
供
与
さ
れ
る
便
宜
の
内
容

七

（
略
）

七

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
者
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変

更
を
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
当
該
都
道

更
を
生
じ
た
と
き
は
、
変
更
の
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
そ
の
旨
を
当
該
都
道

府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
事
業
を
休
止
し
、
又
は
廃

府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
事
業
を
休
止
し
、
又
は
廃

止
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

止
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

３

有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
は
、
当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
事
業
に
つ
い

て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
帳
簿
を
作
成
し
、
こ
れ
を

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
入
居
す
る
者
又
は
入
居
し
よ
う
と
す
る
者
に

対
し
て
、
当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
お
い
て
供
与
す
る
介
護
等
の
内
容
そ
の

他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
関
す
る
情
報
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５

有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
の
う
ち
、
終
身
に
わ
た
つ
て
受
領
す
べ
き
家

賃
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
を
前
払
金
と
し

て
一
括
し
て
受
領
す
る
も
の
は
、
当
該
前
払
金
の
算
定
の
基
礎
を
書
面
で
明

示
し
、
か
つ
、
当
該
前
払
金
に
つ
い
て
返
還
債
務
を
負
う
こ
と
と
な
る
場
合



に
備
え
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
必
要
な
保
全
措
置
を
講

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
有
料
老
人
ホ

３

都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
有
料
老
人
ホ

ー
ム
の
設
置
者
若
し
く
は
管
理
者
若
し
く
は
設
置
者
か
ら
介
護
等
の
供
与
を

ー
ム
の
設
置
者
若
し
く
は
管
理
者
に
対
し
て
、
そ
の
運
営
の
状
況
に
関
す
る

委
託
さ
れ
た
者
（
以
下
「
介
護
等
受
託
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
そ
の

事
項
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
を
し
て

運
営
の
状
況
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、

、
そ
の
施
設
の
設
備
若
し
く
は
運
営
に
つ
い
て
調
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

又
は
当
該
職
員
に
、
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
有
料
老

。

人
ホ
ー
ム
若
し
く
は
当
該
介
護
等
受
託
者
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
に
立

ち
入
り
、
設
備
、
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

。
７

第
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又

は
立
入
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

８

都
道
府
県
知
事
は
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
が
第
三
項
か
ら
第
五
項

４

都
道
府
県
知
事
は
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
が
当
該
有
料
老
人
ホ
ー

ま
で
の
規
定
に
違
反
し
た
と
認
め
る
と
き
、
当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
入
居

ム
に
入
所
し
て
い
る
者
（
以
下
「
入
所
者
」
と
い
う
。
）
の
処
遇
に
関
し
不

し
て
い
る
者
（
以
下
「
入
居
者
」
と
い
う
。
）
の
処
遇
に
関
し
不
当
な
行
為

当
な
行
為
を
し
、
又
は
そ
の
運
営
に
関
し
入
所
者
の
利
益
を
害
す
る
行
為
を

を
し
、
又
は
そ
の
運
営
に
関
し
入
居
者
の
利
益
を
害
す
る
行
為
を
し
た
と
認

し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
入
所
者
の
保
護
の
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、

め
る
と
き
、
そ
の
他
入
居
者
の
保
護
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

当
該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
に
対
し
て
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を

、
当
該
設
置
者
に
対
し
て
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
採
る
べ
き
こ
と
を

採
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

９

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨

を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
有
料
老
人
ホ
ー
ム
協
会
）

（
有
料
老
人
ホ
ー
ム
協
会
）

第
三
十
条

有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
は
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
者
の

第
三
十
条

有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
は
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
者
の

保
護
を
図
る
と
と
も
に
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と

保
護
を
図
る
と
と
も
に
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
を
会
員
と
し
、
そ
の
名
称
中

を
目
的
と
し
て
、
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
置
者
を
会
員
と
し
、
そ
の
名
称
中

に
有
料
老
人
ホ
ー
ム
協
会
と
い
う
文
字
を
用
い
る
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定

に
有
料
老
人
ホ
ー
ム
協
会
と
い
う
文
字
を
用
い
る
民
法
第
三
十
四
条
の
規
定

に
よ
る
法
人
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
よ
る
法
人
を
設
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）



（
協
会
の
業
務
）

（
協
会
の
業
務
）

第
三
十
一
条
の
二

協
会
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業

第
三
十
一
条
の
二

協
会
は
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
業

務
を
行
う
。

務
を
行
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

会
員
の
設
置
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
運
営
に
関
し
、
契
約
内
容
の
適

二

会
員
の
設
置
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
運
営
に
関
し
、
契
約
内
容
の
適

正
化
そ
の
他
入
居
者
の
保
護
を
図
り
、
及
び
入
居
者
の
立
場
に
立
つ
た
処

正
化
そ
の
他
入
所
者
の
保
護
を
図
り
、
及
び
入
所
者
の
立
場
に
立
つ
た
処

遇
を
行
う
た
め
必
要
な
指
導
、
勧
告
そ
の
他
の
業
務

遇
を
行
う
た
め
必
要
な
指
導
、
勧
告
そ
の
他
の
業
務

三

会
員
の
設
置
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
対
す
る
入
居

三

会
員
の
設
置
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
対
す
る
入
所

者
等
か
ら
の
苦
情
の
解
決

者
等
か
ら
の
苦
情
の
解
決

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

２

協
会
は
、
そ
の
会
員
の
設
置
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
者
等
か
ら
当

２

協
会
は
、
そ
の
会
員
の
設
置
す
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
者
等
か
ら
当

該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
苦
情
に
つ
い
て
解
決
の
申

該
有
料
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
苦
情
に
つ
い
て
解
決
の
申

出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
会
員
に

出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
会
員
に

対
し
て
、
文
書
若
し
く
は
口
頭
に
よ
る
説
明
を
求
め
、
又
は
資
料
の
提
出
を

対
し
て
、
文
書
若
し
く
は
口
頭
に
よ
る
説
明
を
求
め
、
又
は
資
料
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
緊
急
時
に
お
け
る
厚
生
労
働
大
臣
の
事
務
執
行
）

（
緊
急
時
に
お
け
る
厚
生
労
働
大
臣
の
事
務
執
行
）

第
三
十
四
条
の
二

第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

第
三
十
四
条
の
二

第
十
八
条
第
二
項
及
び
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
同
項
の
規
定

都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務
（
同
項
の
規
定

に
よ
る
認
可
の
取
消
し
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
九
条
第
六
項
及
び
第
八
項

に
よ
る
認
可
の
取
消
し
を
除
く
。
）
又
は
第
二
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
務

は
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
若
し
く
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
有
料
老
人
ホ

は
、
養
護
老
人
ホ
ー
ム
若
し
く
は
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
又
は
有
料
老
人
ホ

ー
ム
の
入
居
者
の
保
護
の
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認

ー
ム
の
入
所
者
の
保
護
の
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
厚
生
労
働
大
臣
が
認

め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の

め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の

と
す
る
。

と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
六
章

罰
則

第
六
章

罰
則



第
三
十
八
条

第
二
十
条
の
七
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年

以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
三
十
九
条

第
十
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
十
九
条
第
八
項
の
規
定
に
よ

第
三
十
八
条

第
二
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、

る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金

六
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

に
処
す
る
。

第
四
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為

第
三
十
九
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

処
す
る
。

一

第
二
十
八
条
の
十
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
十
九
条
第
六
項
の
規
定
に

一

第
二
十
八
条
の
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は

よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
こ
れ
ら
の
規
定

虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ

に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若

ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査

し
く
は
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し

を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

た
と
き
。

二

第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は

二

第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の

虚
偽
の
届
出
を
し
た
と
き
。

報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は

忌
避
し
た
者

三

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
そ
の
名
称
中
に
有
料
老
人

三

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
そ
の
名
称
中
に
有
料
老
人

ホ
ー
ム
協
会
会
員
と
い
う
文
字
を
用
い
た
と
き
。

ホ
ー
ム
協
会
会
員
と
い
う
文
字
を
用
い
た
者

四

第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出

四

第
三
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出

を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
の
提
出
を
し
、

を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
資
料
の
提
出
を
し
、

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽

の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若

し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

し
く
は
忌
避
し
た
者

第
四
十
条

第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、

又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
四
十
一
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ

第
四
十
一
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ

の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
二
条
の
違
反
行

の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
前
三
条
の
違
反
行



為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て

為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て

も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。


